
 平成２０年度は４月に診療報酬の改定があります。

詳細は会報４月号に掲載する予定です。

ここでは主要項目の新旧点数をお知らせします。

　　　　　　　　　　 （点  数）　　　　　　　　　　　

３月、４月の治療計画の参考にして下さい。 3月末までの算定 ４月からの算定

項目 旧点数 新点数

「基本診療料」

歯科初診料 180 182 ↑

地域歯科診療支援病院歯科初診料 270 270 施設基準見直し

　　歯科外来診療環境体制加算 30 （新設）

歯科再診料 38 40 ↑

「医学管理等」

歯科口腔衛生指導料 100

歯科疾患総合指導料１・２ １３０・１１０ 歯科疾患管理料 （統合）

歯周疾患指導管理料 100 １回目　　　　　１３０

歯科疾患継続指導料 120 ２回目以降　　１１０

　　機械的歯面清掃加算 80 60 ↓

　　　（３月に１回）　　　　 (２月に１回)

　　フッ化物局所応用加算（13歳未満） 80 80

　　フッ化物洗口加算（４歳以上） 40 40

歯科特定疾患療養管理料 150 150 文書廃止

歯科治療総合医療管理料 140 140 文書廃止

新製義歯指導料 100 （廃止）

後期高齢者退院時薬剤情報提供料 100 （新設）

義歯管理料（１口腔につき）

　１　新製有床義歯管理料 100 （新設）

　２　有床義歯管理料 70 （新設）

　３　有床義歯長期管理料 60 （新設）

　咬合機能回復困難加算 40 40 １～３に加算可

退院時共同指導料１

　１　在宅療養支援歯科診療所の場合 600 （新設）

　２　1以外 300 （新設）

退院時共同指導料２ 300 （新設）

後期高齢者終末期相談支援料 200 （新設）

医療機器安全管理料（一連につき） 1000 （新設）

「在宅医療」

歯科訪問診療料（１日につき）

　歯科訪問診療料　１ 830 830 初・再診料算定不可

　歯科訪問診療料　２ 380 380 文書廃止

　　障害者加算 175 （新設）

　　初診時歯科診療導入加算 250 （新設）

　　在宅患者等急性歯科疾患対応加算



　　　イ　１回目 232 （新設）

　　　ロ　2回目以降 90 （新設）

後期高齢者在宅療養口腔機能管理料 180 （新設）

救急搬送診療料 650 1300 ↑

老人訪問口腔指導管理料 430 （廃止）

在宅患者連携指導料 900 （新設）

在宅患者緊急時等カンファレンス料 200 （新設）

「検査」

歯科疾患継続管理診断料 100 （廃止）

　　 下顎運動路描記法（MMG） 300 顎運動関連検査

　 　チェクバイト検査 400 380 （新設）

　 　ゴシックアーチ描記法 500 （一装置につき１回

　   パントグラフ描記法 600 　に限り算定）

項目 旧点数 新点数

「画像診断」

デジタル映像化処理加算

　    イ　歯科エックス線撮影 10 5 ↓

    　ロ　歯科パノラマ断層撮影 95 50 ↓

    　ハ　その他 60 30 ↓

　電子画像管理加算

　    イ　歯科エックス線撮影 10 （新設）

　    ロ　歯科パノラマ断層撮影 95 （新設）

　    ハ　その他 60 （新設）

画像診断管理加算 58 70

診断料

咬翼型・咬合型フィルム加算 10 （廃止）

撮影料

咬翼型・咬合型フィルム加算 10 （新設）

「投薬」

処方せん料

　１　７種類以上の内服薬の投薬 ４２／４０ 40

　２　1以外の場合 ７０／６８ 68

「処置」

齲蝕処置（１歯につき） 16 16 内容の見直し

歯髄覆罩（１歯につき）

　１　非侵襲性歯髄覆罩 150

初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 108 120 ↑

抜髄（非侵襲性歯髄覆罩後3月以内の抜髄）　 (-150)

　１　 単根管　 70

　２　 ２根管 256

　３　 ３根管以上 420

根管充填



　加圧根管充填加算

　１  単根管　 110 118 ↑

　２　 ２根管 130 140 ↑

　３　 ３根管以上 150 164 ↑

歯周疾患処置（１口腔１回につき） 10 10 算定の見直し

歯周基本治療

　2　スケーリング・ルートプレーニング（１歯につき）

　　　イ　前歯 60 58 ↓

　　　ロ　小臼歯 64 62 ↓

　　　ハ　大臼歯 70 68 ↓

　３　歯周ポケット掻爬（１歯につき）

　　　イ　前歯 60 58 ↓

　　　ロ　小臼歯 64 62 ↓

　　　ハ　大臼歯 70 68 ↓

歯周安定期治療（１口腔につき）

　１　開始日から起算して１年以内 150 （新設）

　２　開始日から起算して１年超2年以内 125 （新設）

　３　開始日から起算して２年超３年以内 100 （新設）

根管内異物除去（１歯につき）　 140 150 ↑

ラバー加算　　 10 　 （廃止）

「手術」

抜歯手術（１歯につき） 　

　１　乳歯　　 120 130 ↑

　２  難抜歯　　 460 470 ↑

　３  埋伏歯　 1000 1050 ↑

ヘミセクション（分割抜歯） 460 470 ↑

項目 旧点数 新点数

歯根嚢胞摘出手術

　１　歯冠大のもの 770 800 ↑

　２　拇指頭大のもの 1300 1350 ↑

歯根端切除術（１歯につき） 1300 1350 ↑

歯肉息肉除去手術　　 54 　 （廃止）

歯周外科手術 （１／３顎につき） (1歯につき)

　１  歯周ポケット掻爬術 200 75

　２　新付着手術 300 150

　３  歯肉切除術 400 300

　４　歯肉剥離掻爬手術 1000 600

　５　歯周組織再生誘導手術

　　　イ　１次手術 630 （新設）

　　　ロ　２次手術 300 （新設）

「麻酔」



静脈内鎮静法 120 （新設）

「歯冠修復および欠損補綴」

補綴時診断料（１口腔につき） 100 100 文書廃止

歯冠形成（１歯につき）

　窩洞形成　

　　イ　単純なもの 44 54

　　ロ　複雑なもの 68 80

　　齲蝕歯無痛的窩洞形成加算 20 （新設）

　生活歯歯冠形成

　　鋳造冠　（接着ブリッジ）

　　　前歯の３／４冠、前装鋳造冠加算 490 （新設）

　　齲蝕歯即時充填形成（１歯につき）

　　齲蝕歯無痛的窩洞形成加算 20 （新設）

支台築造（１歯につき）

　  １　メタルコア

　     イ　大臼歯　 170 176 ↑

　　   ロ　小臼歯及び前歯　 144 150 ↑

    ２　その他　　 120 126 ↑

支台築造印象（１歯につき） 20 （新設）

テンポラリークラウン（前歯部１歯につき） 30 （新設）

　充填（１歯につき）

　　　　　　・単純なもの　 52 100

　　　　　　・複雑なもの　 100 148

　　ＥＥ・ＥＢ加算 43 （廃止）

前装鋳造冠（１歯につき） 1200 1174

ポンティク（ダミー）（１歯につき）

　前装鋳造ポンティク加算 772 746

　金属裏装ポンティク加算 320 （新設）

有床義歯

　局部義歯（１床につき）

       イ　１歯から４歯まで　 525 540 ↑

　     ロ　５歯から８歯まで　　 650 665 ↑

　鋳造鉤（１個につき）

　  １　双歯鉤　　 220 224 ↑

　  ２　両翼鉤 205 208 ↑

　線鉤（１個につき）

　  １　双歯鉤　　 195 200 ↑

　  ２　両翼鉤　 135 140 ↑

　  ３　レストのないもの　 115 120 ↑

　充填物の研磨（１歯につき）　 14 　　　　 （廃止）


